
ようになります！
として

健康保険証としてずっと使える
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引っ越
しをしても保険証の切り替えを待たず、保険者での
手続きが完了次第マイナンバーカードで受診できま
す。（医療保険者への加入や喪

そう
失
しつ

の届出は引き続き必要です）

医療保険の資格確認がスピーディーに
カードリーダーにかざせばスムーズに医療保険の資
格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務
処理の効率化が期待できます。

健康管理や医療の質が向上します
マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報を
確認できるようになります。（令和３年秋頃予定）
本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも、今
までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共
有できます。

医療費控除も便利に
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を
確認できるようになります。（令和３年秋頃予定）
確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報
を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きが
できるようになります。

※オンライン資格確認の環境整備が整っていない医療機関については、引き続き保険証の提示が必要となります。
※マイナンバーカードの健康保険証利用には、ＩＣチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー（12桁の数字）は
使われません。医療機関の窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐

ひも

づけられることも
ありません。ＩＣチップには、受診歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。

マイナンバーカードが

利用できるようになります！

問合せ　国民健康保険に加入している人　　　　　　住民課国保年金係･･･････････ｔ295−2112内線136
　　　　後期高齢者医療制度に加入している人　　　高齢者支援課医療保険料係･･･ｔ295−2112内線176
　　　　上記以外の人は各保険組合にお問い合わせください。
　　　　マイナンバーに関するお問い合わせ（マイナンバー総合フリーダイヤル）　☎0120−95−0178

健 康
として保 険 証

令和３年３月（予定）から、医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認が開始される
ことに伴い、事前にマイナポータルで初回登録を行えば従来の保険証とは別に、マイナンバーカー
ドが健康保険証として利用できるようになります。 厚労省ＨＰ　
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市山　葵
あおと

大ちゃん（４歳４か月）
外で遊ぶこと、食べること、歌って踊る
ことがとにかく大好き。わんぱくで、い
つも、とにかく元気なあおくん。目指せ、
毛呂山出身の将来のアイドル！
これからもたくさん食べて、歌って、遊
ぼうね。

田中　美
み

海
う

ちゃん（８歳０か月）

　　　　　優
ゆ

海
う

ちゃん（９か月）
７歳離れた年の差姉弟だけれど、とって
も優しいお姉ちゃんとそんなお姉ちゃん
が大好きな弟。パパママはそんな２人に
毎日幸せをもらっています！　これから
も２人仲良くスクスク大きくなってね！

問　役場秘書広報課　広報広聴係
　  ｔ295−2112 332


